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奈良県大腸がん検診実施要領

（略）

２．検診の実施方法

（略）

（４）判定結果の区分
便潜血検査結果が判明しだい、前述の問診票（様式１～

３）下段の大腸がん検診判定結果記入欄に、便検査結果と

医師の総合判断を判定欄に記入する。大腸がん検診の結果

は、便潜血検査結果により判断し、提出された便潜血検査

のうち1つでも陽性になった場合には「要精検」とし、すべ

て陰性の場合に「便潜血陰性」と判定する。したがって、

「陽性」の場合、確認のための再検査は行わない。なお検

体条件が不良で判定に適さない場合には「判定不能」とし、

再度検体を提出するよう勧める。

また、便潜血検査と合わせて行う問診結果で顕出血などの

自覚症状を呈する者に対しては、医療機関を受診するよう

指導を行うことが望ましいが、問診結果のみにて「要精

検」としないこととする。

※大腸がん検診マニュアル（2013年日本消化器がん検診学

会刊行）参照

判定結果は以下の３区分とする。

奈良県大腸がん検診実施要領
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２．検診の実施方法

（略）

（４）判定結果の区分
便潜血検査結果が判明しだい、前述の問診票（様式１～

３）下段の大腸がん検診判定結果記入欄に、提出検体数、

便検査結果を記入する、医師がそれらを総合判断し判定欄

に記入する。大腸がん検診の結果は、便潜血検査結果によ

り判断し、提出された便潜血検査のうち1つでも陽性になっ

た場合には「要精検」とし、すべて陰性の場合に「便潜血

陰性」と判定する。したがって、「陽性」の場合、確認の

ための再検査は行わない。なお検体条件が不良で判定に適

さない場合には「判定不能」とし、再度検体を提出するよ

う勧める。

また、便潜血検査と合わせて行う問診結果で顕出血などの

自覚症状を呈する者に対しては、医療機関を受診するよう

指導を行うことが望ましいが、問診結果のみにて「要精

検」としないこととする。

※大腸がん検診マニュアル（2013年日本消化器がん検診学

会刊行）参照

判定結果は以下の３区分とする。
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（略）

９．個人情報の保護
この検診により業務を担当したすべての関係者は、「個人

情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）」、

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）」等の関係

法令及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切

な取扱いのためのガイダンス」（平成２９年４月１４日付

け個情第５３４号・医政発０４１４第６号・薬生発０４１

４第１号・老発０４１４第１号個人情報保護委員会事務局

長、厚生労働省医政局長、厚生労働省医薬・生活衛生局長、

厚生労働省老健局長通知）等に留意し、検査結果の取扱い

等の秘密保持に努めなければならない。

（略）

（附則）
この改正後の要領は、令和3年12月10日より施行する。
（附則）
この改正後の要領は、令和年月日より施行する。

（略）

９．個人情報の保護
この検診により業務を担当したすべての関係者は、「個人

情報の保護に関する法律（平成15年５月30日 法律第５７

号） 」等の関係法令及び「医療・介護関係事業者における

個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」（平成 29年

4月 14日付け個情第534号、医政発0414第6号・薬生発0414

第1号・老発0414第1号個人情報保護委員会事務局長、厚生

労働省医政局長、厚生労働省医薬・生活衛生局長、厚生労

働省老健局長通知）等に留意し、検査結果の取扱い等の秘

密保持に努めなければならない。

（略）

（附則）
この改正後の要領は、令和3年12月10日より施行する。
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